
資料１
平成３１年３月２６日

市立病院整備調査特別委員会

キセラ川西センターにおける無料個室のトイレ設置について

◆コスト増について
１．無料個室へのトイレ設置に伴う人員増（各病棟に看護助手を1名配置）
　⑴　1日24時間配置する場合

1 人× 3 （8時間勤務×3）× 1.5 （30日中20日勤務）＝ 4.5 人
4.5 人× 9 病棟× 4,000 千円／年＝ 162,000 千円 …①

　⑵　1日16時間配置する場合
1 人× 2 （8時間勤務×2）× 1.5 （30日中20日勤務）＝ 3 人
3 人× 9 病棟× 4,000 千円／年＝ 108,000 千円 …②

　⑶　1日8時間配置する場合
1 人× 1 （8時間勤務×1）× 1.5 （30日中20日勤務）＝ 1.5 人
1.5 人× 9 病棟× 4,000 千円／年＝ 54,000 千円 …③

２．室料差額の減（現時点での収益見込みの１／２）
138,210 千円×１／２＝ 69,105 千円 …④

３．清掃費の増
211 床× 8 分＝ 1,688 分≒ 28 時間
28 時間× 1,500 円/h× 365 日＝ 15,330 千円  …⑤

①＋④＋⑤＝ 246,435 千円
②＋④＋⑤＝ 192,435 千円
③＋④＋⑤＝ 138,435 千円

　平成31年2月25日付で、市議会からの要請事項を受け、指定管理者と協議を行ったところ、医療
安全上及び病院経営安定化の観点から、無料個室へのトイレ設置については、難しいとの結論を得
ました。
　しかし、3月6日に開催された市立病院整備調査特別委員会におきまして、利用者により良い病院
環境の提供について将来に遺恨を残さないためにも、再度検討するようご意見をいただいたところ
です。
　このご意見を受け、医療安全に配慮しつつ、無料個室へのトイレ設置が実現可能な方法として、
全病棟（9病棟）に看護助手を1名配置する方法を検討し、そのランニングコストの増を試算したと
ころ、年間約1.4億円～2.5億円の増となりました。
　指定管理者とは基本協定書を締結し、これまで協議を進めてきたことを踏まえると、このコスト
増については基本協定書第47条に規定する責任とリスク分担において、市の負担となる可能性が高
いと考えられます。
　したがって、原案通り、無料個室にはトイレを設置しないことで、基本計画書を策定します。

377床×0.7－377床×0.7×1/5
(無料個室数－共用トイレの数)

作業時間は一日２回で、一か所に
対して朝５分、夕３分とする


